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平成２５年第５回氷川町議会定例会会議録（第１号） 

 

平成２５年１２月９日 

午前１０時０７分開会 

於   議  場 

１．議事日程（第１日目） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 選挙管理委員の選挙について 

 日程第 ５ 選挙管理委員補充員の選挙について 

 日程第 ６ 議案第４９号 氷川町図書館建設基金条例の制定について 

 日程第 ７ 議案第５０号 氷川町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関

する条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ８ 議案第５１号 氷川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例について 

 日程第 ９ 議案第５２号 氷川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第１０ 議案第５３号 氷川町下水道条例の一部を改正する条例について 
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 日程第１４ 議案第５７号 竜北中学校体育館耐震補強・大規模改造工事請負契約の

変更について 

 

２．本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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開会 午前１０時０７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 皆さん、おはようございます。 

少し遅れましたが、ただいまから平成２５年第５回氷川町議会定例会を開会しま

す。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（永田義昭君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、３番、長尾

議員、４番、上田俊孝議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（永田義昭君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から１２月１３日までの５日間としたい

と思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から１２月１３

日までの５日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（永田義昭君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   今回受理した請願・陳情等は、お手元に配りました請願・陳情等一覧表のとおり

です。 

この４件は、産業建設厚生常任委員会に付託しましたので報告します。 

次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項に基づく、教育

に関する事務の管理及び執行の状況の点検、評価の報告書が提出されていますので

報告します。 

次に、例月出納現金検査が実施され、その結果報告書が提出されていますので報

告します。 

次に、平成２５年第２回八代広域行政事務組合議会臨時会が開催され、会議録が

提出されていますので報告します。 

なお、この報告書及び会議録は議会事務局に保管してありますので、ご自由に閲
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覧願います。 

次に、９月３０日から１０月１日まで、熊本県町村議会議長会理事会が玉東町で

開催され、議長が出席しましたので報告します。 

次に、１１月１３日から１４日まで、第５７回町村議会議長全国大会が東京で開

催され、議長が出席しましたので報告します。 

これで、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 選挙管理委員の選挙について 

○議長（永田義昭君） 日程第４、選挙管理委員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

って、指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定しました。 

お諮りします。指名の方法については議長が指名することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、指名の方法は議長が指名す

ることに決定しました。 

選挙管理委員に藤坂史人さん、田口英輔さん、永田俊雄さん、宮村惇さんを指名

します。 

お諮りします。ただいま議長が指名しました藤坂史人さん、田口英輔さん、永田

俊雄さん、宮村惇さんを選挙管理委員の当選人とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました藤坂

史人さん、田口英輔さん、永田俊雄さん、宮村惇さんが選挙管理委員に当選されま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 選挙管理委員補充員の選挙について 

○議長（永田義昭君） 日程第５、選挙管理委員補充員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

って、指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行
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うことに決定しました。 

お諮りします。指名の方法については議長が指名することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、指名の方法は議長が指名す

ることに決定しました。 

選挙管理委員補充員に松田周作さん、黒田紀男さん、守正信さん、内園静世さん

を指名します。 

お諮りします。ただいま議長が指名しました松田周作さん、黒田紀男さん、守正

信さん、内園静世さんを選挙管理委員補充員の当選人とすることにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました松田

周作さん、黒田紀男さん、守正信さん、内園静世さんが選挙管理委員補充員に当選

されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ６ 議案第４９号 氷川町図書館建設基金条例の制定について 

 日程第 ７ 議案第５０号 氷川町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関

する条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ８ 議案第５１号 氷川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例について 

 日程第 ９ 議案第５２号 氷川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第１０ 議案第５３号 氷川町下水道条例の一部を改正する条例について 

 日程第１１ 議案第５４号 平成２５年度氷川町一般会計補正予算（第３号）につい

て 

 日程第１２ 議案第５５号 平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第３

号）について 

 日程第１３ 議案第５６号 平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第２

号）について 

 日程第１４ 議案第５７号 竜北中学校体育館耐震補強・大規模改造工事請負契約の

変更について 

○議長（永田義昭君） 日程第６、議案第４９号、氷川町図書館建設基金条例の制定に

ついてから、日程第１４、議案第５７号、竜北中学校体育館耐震補強・大規模改造

工事請負契約の変更についてまでを一括議題とします。 
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町長の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（藤本一臣君） 皆様、おはようございます。二十四節気の一つ「大雪」を過ぎ

まして、冬の到来を感じるころとなりましたけども、議員各員には日々ご活躍のこ

とと存じます。 

本日は、平成２５年第５回氷川町議会定例会を招集をいたしましたところ、皆様

方には年の瀬の大変お忙しい中にお繰り合わせご出席をいただきまして誠にありが

とうございます。また、かねてより議員各位には町政の発展のために格段のご配慮

をいただいておりますことに対しましても、心より厚く御礼を申し上げたいという

ふうに思います。 

提案理由の説明を申し上げます前に、２期目の町政運営に当たりましての所信を

若干述べさせていただきたいというふうに思います。 

まず、政治姿勢であります。１つ目は、「融和と連携」でございます。氷川町が

誕生いたしまして９年目を迎えております。町民の皆様方、その融和というものは

かなり深まってきているというふうに思っておりますけれども、その融和をさらに

深め一丸となってまちづくりに邁進できる環境をつくり上げたいというふうに思っ

ております。また、国、県をはじめ他の自治体との広域的な連携を図り、氷川町の

発展につなげてまいります。 

２つ目は、「継承と再生」であります。これまで先人の皆様方が築いてこられま

した産業、伝統、文化、風土を守り育むとともに必要な再生を図り、次の世代へき

ちんとしっかりと継承をしてまいりたいというふうに思います。 

３つ目は、「創造と展開」であります。現在の社会経済情勢は日々変動をいたし

ております。時宜を捉えた新しい視点と発想によります施策を展開し、一つ一つ着

実な展開を図ってまいりたいというふうに思います。 

次に、今回の町長選挙におきまして町民の皆様方に施政方針として、５つの分野

における約束をいたしましたことにつきましても、皆様方にもぜひご理解をいただ

きたいというふうに思います。 

１点目は「魅力と活力のある産業の振興」であります。農業経営の安定化を図る

ために所得向上を目指した農業生産基盤の再整備と氷川ブランドの確立を図ってま

いります。懸案であります農業排水対策といたしまして、氷川排水機場をはじめ、

既存の排水機場の更新、排水路の整備を進めるとともに、遊水池でありますひろぎ

の浚渫につきましては熊本県の方に強力に要望してまいりたいというふうに思って

おります。また、宮原地区の農業用排水、農業用水の用排水の分離というものも今

少し懸案になっております。このことにつきましても、今後の課題として取り組ん
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でまいりたいというふうに思っております。農業後継者を確保するために、担い手

認定農業者集落営農組織の育成、それから新たに始まります中間管理機構の活用に

よる農地集積を支援してまいります。平成１７年に農家戸数８３４戸でございまし

た。現在、平成２４年度センサスによりますと農家戸数が７１６戸ということでご

ざいまして、約１１８戸減少いたしております。農業粗生産額につきましては、平

成１７年度、約６０億でございました。平成２４年度、６５億まで約５億円の増加

を図っております。農家戸数は減少いたしておりますけれども、農業の粗生産額は

上がっていると、いわゆる集約型の農業が今進んでいるのかなというふうに思って

おりまして、さらにそれを加速させていかなければならないというふうに思ってお

ります。それから、県が示しましたフードバレー構想と連携をいたしました雇用を

創出するための企業誘致を積極的に促進をしてまいります。特に、宇城氷川スマー

トインターに隣接します元旦ビューティ工業所有の用地につきましては、その活用

を積極的に支援をしてまいりたいというふうに思っております。商工業の活性化の

ためには、まずは地域の人が地域でお買い物をするという、そういった仕組みをつ

くらなくてはなりません。そのためのコミュニティビジネスの展開、起業家を積極

的に支援をしてまいりたいというふうに思っております。 

２点目に「安心して暮らせる福祉のまちの構築」であります。高齢者や障害者の

皆様方を地域で支える仕組みをつくってまいりたいというふうに思っております。

そのためには先ほど申し上げましたコミュニティビジネス、この活用も必要であり

ましょう。また、人材の育成をする必要があるというふうに思っております。安心

して子育てできる環境をつくるために、保健・医療体制の確立をさらに図ってまい

ります。現在の児童医療費の無料化の対象年齢につきましても、その拡大を視野に

入れて検討してまいりたいというふうに思っております。健康で生き生きと暮らす

ために、健診体制、予防活動の充実を図ります。また、地域の健康づくり活動を積

極的に推進するとともに、保健師の活用によります個別指導の充実を図ってまいり

ます。男女がともに社会参加できる環境と機会を創出する必要がございます。積極

的にそれぞれの組織あるいは機構に女性の皆様方の参画あるいは活用というものを

ですね、さらに進めてまいりたいというふうに思います。 

３点目は「人を育む教育の振興」であります。特色ある教育活動を支えるため学

校施設の整備、またコミュニティ・スクールを充実させ、教育への町民参加を促進

をしてまいりたいというふうに思っております。現在、氷川中学校の校舎、武道

場、竜北中学校の体育館の耐震補強大規模改造工事を行っております。来年度は竜

北中学校の校舎及び竜北西部小学校の校舎の大規模改造耐震補強を行う予定であり

ます。平成２７年度には氷川中学校のプールの改築、体育館の吊り天井の撤去を予
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定をいたしております。その後、宮原小学校への太陽光発電施設の設置、それから

各学校の夜間照明の施設の設置を目指してまいりたいというふうに思っておりま

す。町の歴史、伝統文化を次の世代へよりよい形で継承するために国指定の野津古

墳群や大野窟古墳を初めとする歴史的資産の保全整備と活用を図ってまいります。

生涯を通して学習できるさまざまな機会を提供するとともに、コミュニティ組織・

団体の再構築と育成を図ります。 

４点目は「安全で快適な生活環境の整備」を図ってまいります。現在進行中の宇

城氷川スマートインターチェンジにつきましては早期完成を目指してこれからも尽

力をしていきたいというふうに思っております。幹線道路や集落内道路網の整備と

計画的な土地利用を推進します。土地利用計画、今現在策定中でございますし、道

路整備計画につきましては基本計画が既に策定をされております。それぞれの計画

に基づいた整備というものを計画的に進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。安全・安心なまちを目指して地域における防災防犯体制の確立と必要な施設、

設備の充実を図ります。現在、新たに宮原振興局内に防災倉庫を設置をいたしまし

た。また、竜北地区の方につきましては給食センター北側に現在防災倉庫を建設中

であります。食糧、水、消耗品等の災害用備蓄品を計画的に確保してまいりたいと

いうふうに思っております。環境に優しい暮らしを推進するためにクリーンエネル

ギーの活用と循環型社会の構築を支援をしていきたいというふうに思っておりま

す。下水道宮原処理区の八代北部流域下水道への編入をも視野に入れた施設の再整

備を推進していきたいというふうに思っております。このことにつきましては、か

なり施設も老朽化をいたしております。一刻も早くその検討を進め、その方針とい

うものをですね、ぜひ決定をしていきたいというふうに思っております。また効率

的なごみ処理の方針とクリーンセンターのあり方につきまして、八代市が進めてお

ります環境センターの建設の推移を踏まえ、方針決定のために協議を深めていきた

いというふうに思っております。このことにつきましては、先般行われました生活

環境事務組合の組合議会におきましても、本町米村議員の方から質疑を出されまし

て、八代市長の方も前向きな答弁をいただいたところでございまして、これから更

にその具現化に向けた検討を進めたいというふうに思っております。 

最後に「住民自治を支える効率的な行政運営」を目指してまいります。基礎自治

体としての役割を果たすために、健全財政の堅持と行政改革を推進してまいりま

す。特に健全財政を進めてまいります上では、やはりその財源の確保が大切であろ

うというふうに思っております。平成１７年財政調整基金７億でございました。平

成２４年末ではその基金が２３億まで１６億円積み増しをしたところであります。

このことは合併後１０年後からでございますけれども、平成２８年から段階的に地
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方交付税が削減されていく、それを踏まえたところの積み増しでございまして、５

年後の平成３２年度からは現在よりも３億から５億円の交付税が削減されるという

予想でございまして、それに対応するためにはやはり基金をしっかりと保っておく

べき必要があるというふうに思っております。行政評価を実施をし機能的な組織へ

の再編を検討していきたいと思っております。来年度行政評価を行います。氷川町

の事務事業、それから職員の人員管理、それから合併後これまでのそれぞれの事業

の推進につきまして検証を行い、今後の更に発展させるための施策を展開してまい

りたいと、その検証を行う予定でございます。また、町政を担う職員としての意識

をしっかりと持っていただく職員の教育、その意識改革にもですね、積極的に進め

てまいりたいというふうに思っております。 

以上述べました５つの重点施策を実現をするためには、議会を初め町民の皆様方

の深いご理解と協力が必要であります。私も町民の皆様方の幸せの追求と氷川町の

更なる発展のために全身全霊を傾注し、公平、公正、公明な町政運営に取り組んで

まいりますので、議員各位におかれましてはこれまで以上にご理解とご支援を賜り

ますようよろしくお願いを申し上げます。 

さて、本定例会に提案をいたしておりますのは、条例の制定及び一部改正その他

６件、平成２５年度一般会計及び特別会計補正予算３件の９件であります。 

議案第４９号は、国の緊急経済対策により交付されます地域元気臨時交付金を基

金に積み立て、図書館建設事業の財源に充てるため、氷川町図書館基金条例を制定

するものでございます。 

議案第５０号から議案第５２号は、地方税法の一部改正に伴い、氷川町税外収入

金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例、氷川町後期高齢者医療に関する

条例、氷川町介護保険条例の一部を改正するものでございます。 

議案第５３号は、消費税法等並びに地方税法及び地方交付税法の一部改正により

消費税等の税率が改正されるため氷川町下水道条例の一部を改正するものでござい

ます。 

議案第５４号は、平成２５年度氷川町一般会計補正予算（第３号）でありまし

て、歳入歳出それぞれ９,０６３万８,０００円を追加し、歳入歳出の総額それぞれ

６３億８,４８９万２,０００円とするものでございます。歳入の主な予算として、

国庫支出金５,７３９万円、県支出金６４５万３,０００円、繰越金４,２５１万円

で、歳出の主な予算は総務費４,７９３万５,０００円、民生費１,６６９万４,００

０円、商工費７５５万円、消防費８９８万７,０００円でございます。 

議案第５５号は、平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第３号）であ

りまして、歳入歳出それぞれ２,６９０万７,０００円を追加し、歳入歳出総額それ
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ぞれ１３億９,３５９万１,０００円とするものでございます。歳入の主な予算とし

て、国庫支出金１,１２６万５,０００円、繰越金１,５５４万８,０００円で、歳出

の主な予算は保険給付費４０９万６,０００円、諸支出金２,２６０万５,０００円

でございます。 

議案第５６号は、平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）で

ありまして、歳入歳出それぞれ８,３００万９,０００円を減額し、歳入歳出総額そ

れぞれ６億８,９８６万７,０００円とするものでございます。その主な内容は、公

共下水道事業費７,７７７万６,０００円及び公債費５２３万３,０００円の減額に

よるものでございます。 

議案第５７号は、竜北中学校体育館耐震補強・大規模改造工事請負契約の変更に

ついてでありまして、工事内容の変更のために契約金額を変更することにつきまし

て議会の議決を求めるものでございます。 

以上、簡単に説明申し上げましたが、詳細な内容につきましては、担当課長に説

明をさせますので、よろしくご審議をいただき、円満にご決定をいただきますよう

お願い申し上げまして、所信表明と提案理由の説明とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（永田義昭君） これから、議案第４９号から順次、詳細説明を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） 議案第４９号、氷川町図書館建設基金条例の制定につい

て。氷川町図書館建設基金条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求める。この条例は国の緊急経済対策により交付

される地域の元気臨時交付金を基金に積み立て、平成２５年度から２６年度までの

間に行う公共事業、図書館建設事業の財源に充てるため、地方自治法の規定により

条例を制定するものです。なお基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める

額としております。 

議案第５０号、氷川町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

の一部を改正する条例について。氷川町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴

収に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第

９６条第１項の規定により議会の議決を求める。この条例は国税及び地方税の延滞

金の見直しに合わせ、税外収入に係る延滞金の割合の特例が設けられ、これまで１

４.６％の固定であったものが、特例基準割合に７.３％を加えたものを適用するも

のとして上限を１４.６％に変更するものです。また、納期限１カ月以内について

は特例基準割合に１.０％を加えたものを適用するものとして、上限７.３％に改め

るという内容での改正でございます。 
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次に、議案第５１号、氷川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

について。氷川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。こ

の条例も議案第５１号で説明いたしました内容と全く同じ内容でございます。説明

を省略させていただきます。 

次に、議案第５２号、氷川町介護保険条例の一部を改正する条例について。氷川

町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第

９６条第１項の規定により議会の議決を求める。この条例も議案第５１号で説明い

たしました内容と全く同じでございます。説明を省略いたします。 

次に、議案第５３号、氷川町下水道条例の一部を改正する条例について。氷川町

下水道条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６

条第１項の規定により議会の議決を求める。この条例は、消費税法及び地方税法、

地方交付税法の改正により消費税の税率が平成２６年４月１日から改正されるため

条例の一部を改正するものです。また、今回の改正に合わせ、竜北・宮原処理区で

使用料の端数処理が異なっていたため、統一する条例の改正であります。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 議案第５４号、平成２５年度氷川町一般会計補正予算

（第３号）についてご説明いたします。 

まず、開けていただきまして、１ページをご覧ください。歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ９,０６３万８,０００円を追加して、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ６３億８,４８９万２,０００円とするものです。 

次に、４ページをご覧ください。第２表、債務負担行為補正です。氷川町庁務手

等業務委託の限度額を変更するものです。期間、平成２６年度から平成２８年度、

限度額１億９,９２６万２,０００円を２億６２８万７,０００円に増額するもので

す。これは職員の退職による給食調理員さんを１名補充するためです。 

次に、歳出の主なものを説明いたします。１１ページをご覧ください。１０・５

・９５、図書館建設基金費、２５節、積立金４,７００万円は元気臨時交付金を財

源として２６年度執行予定の図書館建設の基金として積み立てるものです。 

次に、１３ページです。１５・１０・５、児童福祉総務費、１３節、委託料４３

３万５,０００円は放課後児童クラブ健全育成委託料として３つの小学校の対象人

員の増加による委託料の増額を計上しております。また、子ども・子育て支援３法

に関する制度システム対応委託料は新制度による電算システムの構築費となりま

す。 

次に、１４ページです。２０・５・５、保健衛生総務費、２０節、扶助費９１１
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万２,０００円は中学３年生までの児童医療費において上半期の請求額の伸びが大

きく、予算の増額を計上しております。 

次に、１５ページです。３０・５・１０、商工業振興費、１９節、負担金補助及

び交付金７５５万円は、住宅リフォームの件数が当初予想の５０％ほど増加し、予

算の増額を計上しております。 

次に、１６ページです。３５・２０・５、公共下水道費、２８節、繰出金マイナ

ス５５９万１,０００円は下水道事業特別会計において、低利の起債の借り換えに

よる利子の減額によるものです。４０・５・２５、災害対策費、１５節、工事請負

費６９６万２,０００円は防災倉庫を建築予定の旧吉野農協事務所の解体工事費で

す。 

次に、歳入の主なものを説明いたします。８ページをご覧ください。６５・１０

・５、総務費国庫補助金、５節、総務費補助金５,３２７万９,０００円は市町村合

併推進体制整備費補助金が３,２６３万８,０００円の減額交付となりました。減額

分は２６年度に再度要望を行います。また、地域の元気臨時交付金は経済対策の新

規の交付金で８,５９１万７,０００円の交付決定を受けております。本年度執行で

きない分は基金に積み立て２６年度に図書館建設費の財源とする予定です。 

次に、９ページです。７０・１０・１０、民生費県補助金、１０節、児童福祉費

補助金４１７万円は放課後児童クラブ健全育成事業、保育士等処遇改善臨時特例事

業、子ども・子育て支援３法に関する制度システム対応委託料の県補助金となりま

す。９０・５・５繰越金、５節、前年度繰越金４,２５１万円は、歳入不足分に繰

越金を充てております。 

次に、１０ページです。９９・５・５、総務債、２５、消防債、３０、教育債で

合併特例債を２,５８０万円、宮原振興局改修事業分、その下のマイナス３,２５０

万円、防災備蓄倉庫新築事業分、その下のマイナス１,０２０万円、八火図書館建

設事業分として計上しておりますが、これは市町村合併推進体制整備費補助金の減

額及び地域の元気臨時交付金の交付決定により財源を更正したものです。 

以上で、議案第５４号の説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 議案第５５号、平成２５年度氷川町介護保険特別会計

補正予算（第３号）についてご説明をいたします。 

平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第３号）を別紙のとおり定める

ため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

次のページをお願いいたします。平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算
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（第３号）は次に定めるところによります。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,６９

０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億９,３５９万１,０

００円とします。２項、歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第１表、歳入歳出予算補正によります。債

務負担行為の補正、第２条、債務負担行為の追加は第２表債務負担行為補正により

ます。 

４ページをお願いいたします。第２表、債務負担行為補正でございます。氷川町

第６期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定業務委託で、期間は平成２５年度

から平成２６年度までで限度額は６０４万８,０００円です。平成２７年度から３

年間の事業計画の策定費用を計上しております。介護保険事業計画は介護保険法第

１１７条に計画策定が義務づけられており、３年を１期とする町が行う介護保険事

業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画です。適正な介護保険サービスの実施

量及び地域支援事業に関する事業量等を見込むとともに、それに基づく介護保険料

を算定する計画です。高齢者福祉計画は老人福祉法にその計画策定が義務づけられ

ており、高齢者施策全般にわたる理念や基本的な方針や目標を定めた計画であり、

高齢者の福祉に係る総合的な計画です。平成２５年度中に委託業者を選定し、アン

ケート調査の実施に係る準備作業を進め、平成２６年度早々には日常生活圏ニーズ

調査を要介護認定者や一般高齢者、若年者など概ね２,５００名へ行い、現状分析

や推計作業による介護サービス量及び費用の見込み、サービス供給確保の方策を立

てていき、印刷経費を含めた業務委託としております。 

８ページをお願いいたします。歳出です。１０款、保険給付費、２０項、高額介

護サービス費等費、５目、高額介護サービス費、１９節、負担金補助及び交付金の

４０９万６,０００円は高額介護サービス費の不足により計上しています。介護サ

ービスを利用されるときの１割自己負担額がその月の負担限度額を超える場合に利

用者に支給するものです。３５款、諸支出金、５項、償還金及び還付加算金、１０

目、償還金、２３節、償還金利子及び割引料の９８５万１,０００円は、主に平成

２４年度分の国庫支出金等の返還金です。同じく２８節、繰出金の１,２７５万４,

０００円は平成２４年度分の町への返還金です。 

歳入、７ページをお願いいたします。１５款、国庫支出金、５項、国庫支出金、

５目、介護給付費負担金、１０節、過年度分の１,１２６万５,０００円は平成２４

年度介護給付費国庫負担金の追加交付分でございます。４５款、繰越金、５項、繰

越金、５目、繰越金、５節、繰越金の１,５５４万８,０００円は平成２４年度から

の繰越金でございます。 
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以上で、議案第５５号、平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第３

号）についての説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（森田寿也君） 議案第５６号、平成２５年度氷川町下水道事業特別

会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。 

平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）を別紙のとおり定め

るため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。 

開けていただきまして、１ページをご覧ください。第１条、歳入歳出予算の総額

は歳入歳出それぞれ８,３００万９,０００円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ

６億８,９８６万７,０００円とする予算でございます。 

それではまず歳出の方より補正予算を説明させていただきます。予算書の９ペー

ジをご覧ください。５款、５項の公共下水道事業費、５目、総務管理費、８節の報

償費３７万６,０００円の減額につきましては、分担金の納入実績が確定したため

減額補正するものでございます。１５目、公共下水道建設費、１５節の工事請負費

６,９９６万円及び２２節の補償補填及び賠償金７４４万円の計７,７４０万円の減

額は交付金の確定によりまして減額分を補正するものでございます。なお単独費分

の工事請負費として建設費内での予算の組み替えも含めております。１５款、５項

の公債費、５目、元金、２３節の償還金利子及び割引料の長期債元金１３２万８,

０００円につきましては、平成２５年３月に実施しました補償金免除繰上償還によ

り借り換えを行い額が確定いたしましたので補正するものでございます。１０目、

利子、２３節の償還金利子及び割引料の利子及び割引料の長期債利子６５６万１,

０００円の減額につきましては、先ほど申し上げましたが、平成２５年３月に実施

しました補償金免除繰上償還に伴い、借り換えを行いまして利率が確定したもので

ございます。 

次に、１０ページをご覧ください。地方債の前々年度末における現在高並びに前

年度末及び当該年度末における現在高の見込額に関する調書につきましては、３９

億７,５４３万８,０００円と当該年度末の現在高見込みがなるものでございます。 

つづきまして、歳入の説明にまいります。７ページを開けてご覧ください。５

款、分担金負担金、５項、５目、５節の分担金１４１万８,０００円の減額につき

ましては、受益者分担金の一括納付者が当初見込みより少なかったため、額の確定

により減額補正するものでございます。１５款、国庫支出金、５項、国庫補助金、

５目、５節の下水道補助金３,９７０万円の減額につきましては、社会資本整備総

合交付金の交付決定額が要望額の７３．４％の交付決定によりまして減額補正する
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ものでございます。２０款、繰入金、５項、５目、５節の一般会計繰入金５５９万

１,０００円の減額につきましては、先ほど歳出で説明いたしましたが、報奨金の

確定及び起債の繰上償還に係る借り換えによる償還利率の確定に伴うものでござい

まして、一般会計からの繰入金を減額補正するものでございます。 

次の、８ページをご覧ください。３５款、５項の町債、５目、５節の下水道債

３,６３０万円の減額につきましては、通常債竜北処理区の交付金、補助金でござ

いますが、この確定によりまして需用費が確定したため減額補正するものでござい

ます。 

最後に、４ページを開けてご覧ください。第２表の地方債補正については、補正

後の限度額を１億３,２２０万円に変更させていただくものでございます。 

以上で、議案第５６号、平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第２

号）について説明を終わらせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 議案第５７号、竜北中学校体育館耐震補強・大規模改

造工事請負契約の変更についてご説明いたします。 

平成２５年度第２回氷川町議会定例会において議決された、竜北中学校体育館耐

震補強・大規模改造工事請負契約について、契約の一部を変更するため議会の議決

を求めるものであります。１、契約名、竜北中学校体育館耐震補強・大規模改造工

事請負契約。２、変更内容、契約金額の変更。変更前２億２,１５５万円、変更後

２億３,２８５万９,８７３円。１,１３０万９,８７３円の増となります。変更の主

な理由は体育館ステージ側のシロアリ駆除工事の追加、緞帳の改修、アスファルト

舗装面積の増による工事費の増加によるものです。 

以上で、議案第５７号の説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） それでは、１０分間休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引続き、会議を開きます。 

説明が終わりました。これから質疑を行いますが、この後、議案の常任委員会付

託を予定しておりますので、議員それぞれが自分の所属常任委員会以外の議案につ

いて質疑されるようご協力をお願いします。 

まず、議案第４９号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

次に議案第５０号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

次に議案第５１号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

次に議案第５２号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

次に議案第５３号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

次に議案第５４号について質疑はありませんか。 

米村議員。 

○９番（米村 洋君） １０ページのですね、この総務債ですけど、宮原のこの振興

局、合併特例債を発行なさったわけでしょうか。そしてですね、今、合併特例債と

醸成された基金、並びにですね、この発行１０年間という期間でありましたけれ

ど、５年間延長になったと思いますけれど、今この合併特例債はどれくらいの金額

を発行なされたのか。また、醸成された基金、償還金以外は使えないということで

すけど、どれくらいの金額が償還されておりますか。お答えできますか。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） まず、宮原振興局の改修費につきましてですが、これ

はまず市町村合併特例推進交付金というものを約６,０００万ほど充てておりま

す。残りが合併特例債を今の予定では３,０００万円ほど充てる予定でございま

す。次に合併特例債につきましては、今回期限が５年間延長をされております。一

応予定では平成３２年までということになっております。その中で現在、合併特例

債の執行予定につきましては、当初、限度額が４８億円を予定しておりまして、そ

のうち約１０億円を基金の方に積み立てております。そして、現在執行済額につき
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ましては、平成２４年度末で７億２,６６０万を執行をしております。現在、起債

につきましてはお手元の補正予算書の２０ページの方に、これ起債の総額というこ

とで記載しております。２０ページの方をご覧いただきまして、左から３段目の前

年度末現在見込額が５４億１,４９９万５,０００円になっております。そして、現

時点におきまして平成２５年度の見込額としまして、一番右側の一番下段になりま

すけど、５３億５,５９８万２,０００円が現在起債予定ということで試算をしてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） 本当に簡明なご答弁ありがとうございます。 

一つですね、この合併特例債を発行した件数、件数ですか。これはどれくらいで

すかね。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） はい。まず、カントリーパーク竜北公園整備事業にお

きまして３億６,１７０万円。それと、宮原学童保育所建設事業に２,１９０万円。

次に宮原小屋内運動場耐震補強改修事業におきまして５７０万円。現在進めており

ます町道吉本本山線道路改良事業におきまして、平成２４年度末現在で６,１００

万円、竜北東小屋内運動場耐震補強改修工事につきまして２,６９０万円。竜北西

部小屋内運動場耐震補強改修事業におきまして１億８,５１０万円。そして竜北中

屋内運動場耐震補強改修事業、これ実施設計分なんですけど１０万円。そして、最

後に鏡消防署庁舎建設事業、平成１７から１９にかけまして６,４２０万円となっ

ております。本年度予定につきましては、学校耐震関係そして宮原振興局の改修事

業、それとスマートインターチェンジ町道吉本本山線道路改良事業等に予定をして

おります。 

○９番（米村 洋君） 総額いくらぐらいですか。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 総額につきましては、起債可能額としまして約４０億

ほどまだ残っております。以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） それとね、この４０億、あと残ってるということですけれど、

今後においてですね、この４０億というものをどういうもう、最初のですね、合併

特例債というのは箱もの以外は使えないということだったんですけれど、今どれく

らいまでですね、拡大解釈されて使用できるのかということもわかりますか。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 合併特例債につきましては、これは今までと同じくで
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すね、建設事業分にしか使えません。基本、ソフト事業には使えないということに

なっております。そして、加えてですね、建設計画の方に記載をされた事業でなけ

れば使えないというのもございまして、現在、当時建設事業につきましては１０年

計画ということで、それにつきましては平成２７年度で終わります。これにつきま

しては併せて２７年度にですね、あと５年間分の建設計画を新たにつくりまして、

それによって建設計画の記載事業及びハード事業について執行を予定をしておりま

す。なおソフト事業につきまして基金に積み立ててる部分が現在９億円ほどまだ残

っておりますので、ソフト事業につきましてはそちらの基金の方からですね、随時

歳出をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） この４０億の中で造成される基金、造成、これは可能ですか、

まだ。今ですね、ソフト事業についてはですね、その造成された基金でですね、補

うというご答弁だったんですけど、そのへんのところ今後においてですね、また造

成されるということも可能ですか。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 現在基金につきましては限度額が４８億ほどというふ

うになっておりますので、今後基金に合併特例債については造成されるという予定

はありません。 

○９番（米村 洋君） 可能ですか。どうなんですか。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 可能ではないというふうに解釈をしております。 

○議長（永田義昭君） いいですね。他にありませんか。 

江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 今回委員会に付託する制度になりましたので、少し説明の内容

がちょっと飛びすぎてるんじゃないかなと。他の特別会計、介護、他、下水道等は

ある程度説明をいただきましたが、一般会計について随分飛ばされたんで、今回本

会議で聞くところは１点にしまして後は電話とか課長の方にお伺いして聞きたいと

思いますが、住宅リフォーム促進事業補助金７５０万円。これ町長が肝入りでつく

られた補助金で限度額２０万円だったですかね。事業費１００万に対して２０万円

の補助金。非常に好評で今回また１,５００万から７５０万補正ということです

が、２５年度の今までの実績とまだ予約とか、それからこの７５０万上げられると

いうことは予約とかそういう要望が随分と来てるんじゃないかと思いますが、そこ

らへんの状況、今までの１,５００万までの状況と今回追加される７５０万の今後

の予定分、それらを課長ご説明お願いしたいと思います。 

○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 
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○商工観光課長（前田昭雄君） それでは２５年度の実績についてまず説明いたしま

す。 

２５年度までの実績なんですけど、１１月末現在で９１件です。補助額が１４９

万３,０００円となっています。先ほどの今後の予定という・・・・・・・・・。

すみません、もう一度説明いたします。２５年度の住宅リフォームの受付状況とい

うことで件数が９１件、金額が補助額が１,４９３万円です。今後の予定というこ

とですけど、この補助金の算出根拠なんですけど、４月から１０月までの補助金の

申請額があります。それに対する補助額があります。で、今後１２月から３月ま

で、今までの実績の月の平均に１２月から３月までの４カ月分をかけて算出してお

ります。要望ということじゃなくて、今後消費税も上げるということで非常に見込

みもありますので、その分について予算要求しております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） いいですか。 

はい、江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 住宅リフォーム事業については今年で３年目になりますかね、

２年目ですかね。今年２年目で非常に住民の皆さん方もこの補助金結構活用されて

てＰＲもできてる、非常に中身的にも住民の方たちの理解が得られてるかなという

ふうに思いますが、この事業については今後も方針としては是非続けてほしいと思

いますが、町長、そこらへんは次年度予算作成にそろそろ入られてると思いますけ

ども、これは継続してやられる予定でしょうか。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） この事業につきましては昨年度から創設をいたしました。創設

の時期に３年間というお約束をまずしておりますので、３年間は続けなければなら

ないと思っておりますし、この３年間の状況を踏まえて、その後のことはまた考え

たいというふうに思っております。 

○議長（永田義昭君） いいでしょうか。他にありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

次に議案第５５号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

次に議案第５６号について質疑はありませんか。 
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［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

次に議案第５７号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４９号から議案第５７号ま

では、お手元に配りました議案付託表のとおりそれぞれの常任委員会に付託したい

と思いますがご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって議案第４９号から議案第５７号までは、議案付託表のとおりそれぞれ

の常任委員会に付託することに決定しました。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前１１時２１分 


